
奨学金について 

 

本学院では以下の支援が利用できます。ただしご利用あたっては選考や審査があります。 

詳細はお問い合わせください。 

 貸与条件 貸与額 

青森県看護師等 

修学資金制度 

将来、県内の中小規模の病院（200 床以

上の病院は除く）や診療所等に勤務しよ

うとする方。 

県による選考がある。 

21,000 円/月 

卒業後、左記の施設に５年以上

従事した場合、全額返還免除と

なる。 

青森市内の医療機関・ 

施設による奨学金 

各医療機関・施設により貸与条件、貸与額、返済条件が異なります。 

青森市医師会のホームページ内「病院案内」に記載されている病院のホー

ムページで「奨学金」「採用情報」等を参照してください。 

ご不明な点は学院に問い合せ下さい。 

国の教育ローン 

（日本政策金融公庫） 

詳しくは「国の教育ローン」ホームページを参照してください。 
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医療介護連携 

人材養成事業 

 

 

 

【問い合わせ】 

青森県医師会業務

課 

☏017-723-1911 

① 県内の介護施設等で介護職員とし

て勤務する方 

② 本学院卒業後、現在勤務している介

護施設等に戻り、看護職員として５

年以上勤務しようとする方 

③ 現在勤務している介護施設等の長

が推薦する方 

養成施設が定める 

入学金、授業料、教育充実費、

保険料に相当する額。 

（教科書代、実習費、その他は

自己負担となる） 

本学院卒業後、前所属施設で 

５年以上勤務すると返還が 

全額免除となる。 
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看護職員資格取得

特別対策事業 

 

 

 

【問い合わせ】 

青森県健康福祉部

医療薬務課医務指

導グループ 

☏017-734-9291 

青森県内に居住し 

① ひとり親家庭の父・母で 20 歳未満

の子を扶養している方 

② ひとり親家庭の子で、20 歳未満の方 

③ 父母のいない世帯で暮らす 20 歳未

満の方 

将来の勤務先をマッチングで決定する。 

学費 上限 117 万 2 千円 

生活費  

親が資格取得 10 万円/月 

子が資格取得  

 自宅外通学 10 万円/月 

 自宅通学 5 万円/月 

免許取得後マッチング医療機

関に就業し５年以上勤務する

と、貸与した奨学金は免除とな

る。 

青森市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業 詳しくは青森市のホームペー

ジを参照してください。 青森市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業 

青森市母子父子寡婦福祉資金 

 


